
令和５年５月１２日 

 

令和５年５月７日で終了となるコロナ特例（例） 

 

○新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第３報）（令和２年２月 28日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほ

か連名事務連絡） 

 

問９ 居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。  

（答） 感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の

自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可

能である。なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更

内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である 

 

 

○新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第４報）（令和２年３月６日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほ

か連名事務連絡） 

 

問 11 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、令和２年２

月 17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス 事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者の事情等により、利用

者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月１回以上の実

施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。  

（答） 可能である。 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱

いについて（第５報）（令和２年３月 26 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室

ほか連名事務連絡） 

 

問４ 居宅介護支援の退院・退所加算や（地域密着型）特定施設入居者生活介護の退院・

退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。  

（答） 感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、病院等の

職員との面談以外での情報収集や電話・メールなどを活用するなどにより、算定するこ

とが可能である。 



○ 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取

扱いについて（第 11 報）（令和２年５月 25 日厚生労働省老健局総務課認知症施策推

進室ほか連名事務連絡） 

 

問５ 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所 において、

当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等 の場合は、居宅介護支

援費の請求は可能か。  

（答） 事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付

管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロ ナウ

イルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求

は可能である。なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、個別の請求

ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談いただき

たい。また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱

いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しな

いが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等にお

いて記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこ

とが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


